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史
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（
二
）
 
一
九
七
四
年
危
機
 
 
 

三
、
E
U
の
キ
プ
ロ
ス
政
策
と
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
 
 

四
、
ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
と
キ
プ
ロ
ス
問
題
 
 
 

追
 
 
記
 
 

ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
と
分
断
キ
プ
ロ
ス
問
題
 
 

八
 
谷
 
ま
ち
子
 
 
 70（4・157）939  



論 説  

問
題
の
所
在
 
 

ト
ル
コ
に
と
っ
て
、
E
U
加
盟
は
、
ト
ル
コ
共
和
国
建
国
の
理
念
で
あ
る
「
世
俗
的
文
明
国
家
」
の
到
達
点
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
も
過
 
 

言
で
は
な
い
。
ト
ル
コ
は
、
一
九
八
七
年
に
E
U
へ
の
加
盟
申
請
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
九
九
年
一
二
月
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
欧
州
理
事
会
 
 

で
加
盟
候
補
国
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
欧
州
理
事
会
で
、
E
U
加
盟
へ
向
け
た
交
渉
開
始
 
 

を
二
〇
〇
四
年
一
二
月
の
時
点
で
判
断
す
る
、
と
い
う
声
明
を
取
り
付
け
る
に
至
っ
た
。
 
 
 

E
U
が
ト
ル
コ
と
の
加
盟
交
渉
を
開
始
す
る
条
件
は
、
ト
ル
コ
が
、
E
U
加
盟
の
た
め
の
指
針
で
あ
る
「
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
・
ク
ラ
イ
テ
 
 

（
1
）
 
リ
ア
」
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
ル
コ
は
、
そ
の
基
準
達
成
へ
向
け
て
、
二
〇
〇
一
年
の
憲
法
改
正
を
手
始
め
に
、
翌
年
七
月
以
 
 

来
、
膣
目
に
値
す
る
よ
う
な
国
内
政
治
の
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
分
断
キ
プ
ロ
ス
の
問
題
が
、
ト
ル
コ
の
E
U
加
 
 

盟
に
影
を
落
と
し
て
い
る
。
 
 
 

二
〇
〇
四
年
五
月
に
E
U
加
盟
が
決
定
し
て
い
る
キ
プ
ロ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
現
状
を
加
盟
の
条
件
と
し
て
は
問
わ
な
い
と
さ
れ
て
き
 
 

た
。
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
は
、
一
九
七
四
年
の
ト
ル
コ
軍
侵
攻
に
よ
る
北
部
の
「
占
領
」
以
来
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
南
部
と
ト
ル
コ
系
の
北
部
に
 
 

分
断
さ
れ
た
状
態
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
の
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
へ
の
加
盟
は
、
当
面
は
ギ
リ
シ
ア
系
キ
プ
ロ
 
 

ス
の
み
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
北
キ
プ
ロ
ス
代
表
は
加
盟
交
渉
へ
の
列
席
を
拒
否
七
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
キ
プ
ロ
ス
島
の
約
三
分
の
一
は
 
 

E
U
加
盟
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
E
U
の
認
知
の
な
い
ま
ま
デ
・
フ
ァ
ク
ト
に
継
続
し
て
い
る
国
土
の
分
断
状
況
下
で
の
キ
プ
 
 

ロ
ス
の
E
U
加
盟
は
、
加
盟
を
待
た
さ
れ
続
け
る
ト
ル
コ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
微
妙
で
困
難
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

E
U
の
拡
大
担
当
委
員
で
あ
る
フ
ェ
ア
ホ
イ
ゲ
ン
 
（
く
e
r
h
e
u
g
e
n
）
等
に
よ
る
E
U
側
の
発
言
は
、
「
キ
プ
ロ
ス
問
題
の
解
決
へ
向
け
て
 
 

（
2
）
 
の
ト
ル
コ
の
重
要
な
役
割
」
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
り
、
分
断
状
況
Ⅵ
解
決
を
促
す
こ
と
は
ト
ル
コ
側
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
示
 
 

し
て
い
る
。
ま
た
、
加
盟
候
補
国
で
あ
る
三
カ
国
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ト
ル
コ
）
 
に
つ
い
て
の
加
盟
へ
向
け
た
方
針
を
明
ら
か
 
 

′  
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トルコのEU加盟と分断キプロス問題（八谷）   

キ
プ
ロ
ス
共
和
国
は
、
総
面
積
約
九
二
〇
〇
好
の
キ
プ
ロ
ス
島
全
体
を
領
土
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
下
か
ら
一
九
六
〇
年
に
独
立
を
 
 

果
た
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
初
か
ら
ト
ル
コ
系
住
民
と
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
間
に
は
不
信
感
が
根
強
く
、
一
九
七
四
年
に
、
ギ
リ
シ
ア
 
 

へ
の
併
合
（
エ
ノ
シ
ス
芸
Q
各
）
を
主
張
し
て
い
た
集
団
が
、
ギ
リ
シ
ア
軍
の
支
援
を
受
け
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
 
 

に
、
ト
ル
コ
軍
が
ト
ル
コ
系
住
民
の
保
護
を
目
的
に
侵
攻
し
、
北
部
を
占
領
し
た
。
以
来
、
キ
プ
ロ
ス
全
島
の
面
積
の
約
三
七
％
に
あ
た
る
 
 

北
部
（
ト
ル
コ
系
）
と
、
南
部
（
ギ
リ
シ
ア
系
）
と
に
分
断
さ
れ
た
状
態
が
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
北
部
は
、
一
九
八
三
年
一
一
月
一
 
 

五
日
に
、
「
北
キ
プ
ロ
ス
ト
ル
コ
共
和
国
（
T
R
N
C
）
」
と
し
て
一
方
的
に
独
立
を
宣
言
し
た
。
現
在
ま
で
こ
れ
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
 
 

い
る
の
は
ト
ル
コ
一
国
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
分
断
状
況
の
固
定
化
は
、
南
北
の
経
済
発
展
に
大
き
な
格
差
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
系
キ
プ
ロ
ス
の
一
 
 

（
3
）
 
人
当
た
り
の
G
D
ゼ
は
、
E
U
の
次
期
加
盟
一
〇
カ
国
の
な
か
で
最
大
で
あ
る
が
、
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
は
観
光
以
外
に
は
さ
し
た
る
産
業
 
 

に
す
る
『
戦
略
報
告
書
 
二
〇
〇
三
年
版
』
に
お
い
て
、
「
キ
プ
ロ
ス
問
題
の
解
決
策
の
欠
如
は
、
ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
に
と
っ
て
、
深
刻
 
 

な
障
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
C
O
m
m
i
s
s
i
O
n
N
茎
父
b
）
‥
－
e
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
該
問
題
の
進
展
如
何
に
よ
っ
て
は
、
ト
ル
コ
の
E
U
 
 

加
盟
は
遠
の
く
と
い
う
可
能
性
さ
え
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
キ
プ
ロ
ス
の
現
状
を
ト
ル
コ
お
よ
び
E
U
加
盟
と
の
関
連
に
お
い
て
整
理
を
す
る
と
と
も
に
、
キ
プ
ロ
ス
が
独
立
国
家
と
 
 

な
っ
た
一
九
六
〇
年
以
降
の
ト
ル
コ
と
キ
プ
ロ
ス
の
関
係
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
今
日
の
分
断
状
態
へ
至
っ
た
経
緯
の
理
解
の
一
助
を
資
し
 
 

た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
に
関
す
る
多
く
の
争
点
（
八
谷
、
二
〇
〇
三
）
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
 
 

け
複
雑
な
要
因
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
キ
プ
ロ
ス
問
題
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
 
 

一
、
分
断
キ
プ
ロ
ス
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論 説  

を
持
た
ず
、
一
九
八
三
年
以
来
の
経
済
制
裁
で
北
キ
プ
ロ
ス
ヘ
の
直
行
便
は
ト
ル
コ
経
由
の
み
と
な
り
、
観
光
客
の
大
半
は
ト
ル
コ
人
と
い
 
 

う
状
況
に
あ
る
。
北
キ
プ
ロ
ス
は
、
ト
ル
コ
の
全
面
的
な
保
護
の
も
と
で
の
存
続
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
拡
大
E
U
圏
で
は
最
も
貧
し
い
地
域
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

分
断
は
政
治
、
経
済
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
規
定
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
の
人
口
を
確
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
 
 

は
な
い
。
E
U
に
よ
る
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
の
総
人
口
は
、
約
七
六
万
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
北
キ
プ
ロ
ス
の
人
口
は
九
万
人
弱
と
さ
れ
て
 
 

い
る
が
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
系
キ
プ
ロ
ス
政
府
に
よ
る
数
値
で
あ
る
。
こ
の
人
口
統
計
に
は
、
黒
海
地
域
お
よ
び
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
か
ら
の
 
 

一
九
七
四
年
以
降
の
入
植
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
し
、
ト
ル
コ
か
ら
の
入
植
者
を
両
親
に
持
つ
子
供
は
、
キ
プ
ロ
ス
生
ま
れ
で
あ
っ
て
も
、
 
 

や
は
り
人
口
統
計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
北
キ
プ
ロ
ス
の
人
口
統
計
は
同
地
域
の
総
人
口
を
約
二
〇
万
人
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
 
 

で
は
、
北
部
の
住
民
で
あ
れ
ば
ト
ル
コ
国
寿
の
ト
ル
コ
人
も
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
人
も
「
北
キ
プ
ロ
ス
ト
ル
コ
共
和
国
」
の
住
民
と
し
て
数
 
 

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
駐
留
中
の
ト
ル
コ
兵
士
約
三
万
人
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
要
件
を
考
慮
に
入
れ
 
 

て
、
な
お
か
つ
、
一
切
の
統
計
上
の
範
疇
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
単
純
に
住
民
の
数
を
基
準
に
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
は
約
六
五
万
人
 
 

で
あ
り
、
そ
れ
は
総
人
口
の
お
よ
そ
四
分
の
三
に
あ
た
り
、
ほ
ぼ
全
員
が
島
の
南
部
に
居
住
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
キ
プ
ロ
ス
の
総
人
 
 

口
の
お
よ
そ
四
分
の
二
が
、
北
キ
プ
ロ
ス
の
住
民
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
 
（
B
r
e
w
i
n
 
N
0
0
0
こ
謡
）
。
 
 

キ
プ
ロ
ス
は
、
一
九
六
〇
年
四
月
に
発
布
さ
れ
た
憲
法
に
基
づ
い
て
、
同
年
八
月
一
九
日
に
独
立
を
宣
言
し
て
共
和
国
と
な
っ
た
。
こ
の
 
 

独
立
は
、
そ
の
前
年
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
と
ロ
ン
ド
ン
の
二
つ
の
協
定
が
準
備
し
た
合
意
事
項
に
の
っ
と
っ
て
、
行
政
と
立
法
に
お
け
る
ト
ル
 
 

コ
系
と
ギ
リ
シ
ア
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、
憲
法
の
基
本
原
則
を
保
証
す
る
「
保
証
条
約
 
（
T
r
e
a
t
y
 
O
f
 
G
u
a
r
・
 
 
 

二
、
対
立
の
歴
史
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トルコのEU加盟と分断キプロス問題（八谷）  

a
n
t
e
e
）
」
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
ト
ル
コ
、
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
の
由
カ
国
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
い
る
（
D
O
d
d
〉
－
芸
∞
‥
N
－
い
 
H
a
－
e
〉
 
 

（
4
）
 
N
茎
○
こ
〕
N
）
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
、
ト
ル
コ
、
ギ
リ
シ
ア
は
キ
プ
ロ
ス
の
独
立
の
保
証
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
が
規
定
し
た
基
本
原
則
は
、
ひ
と
つ
の
国
で
は
な
く
、
二
つ
の
社
会
の
共
存
の
原
則
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
 
 

要
点
だ
け
を
拾
っ
て
み
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

・
立
法
権
は
国
民
選
出
の
議
会
が
有
す
る
が
、
そ
の
議
会
は
、
・
ギ
リ
シ
ア
系
と
ト
ル
コ
系
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
選
出
し
た
議
員
か
ら
構
 
 
 

成
さ
れ
、
そ
の
比
率
は
七
‥
三
で
あ
る
。
 
 

・
公
務
員
の
比
率
も
同
様
と
す
る
。
 
 

・
ギ
リ
シ
ア
系
の
大
統
領
と
ト
ル
コ
系
の
副
大
統
領
を
お
き
、
共
同
決
定
が
規
定
さ
れ
た
場
合
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
拒
否
権
を
有
す
る
。
 
 

・
決
議
は
、
両
地
域
選
出
議
員
そ
れ
ぞ
れ
が
単
純
過
半
数
を
満
た
す
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
 
 

・
五
主
要
都
市
に
ギ
リ
シ
ア
系
と
ト
ル
コ
系
の
区
域
を
お
く
。
（
D
O
d
d
」
芸
∞
‥
N
－
）
 
 
 

こ
の
内
容
は
、
五
大
都
市
だ
け
を
と
っ
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
系
が
一
六
万
人
、
ト
ル
コ
系
が
お
よ
そ
四
万
二
千
人
と
さ
れ
た
当
時
の
人
口
比
 
 

（
四
‥
一
）
 
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
ト
ル
コ
系
に
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
N
A
T
O
内
に
お
け
 
 

る
ト
ル
コ
と
ギ
リ
シ
ア
の
力
関
係
の
反
映
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
当
然
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
住
民
に
は
受
容
し
が
た
く
、
こ
の
憲
法
は
 
 

外
部
か
ら
の
押
し
付
け
で
あ
る
と
の
不
満
が
根
強
く
、
こ
の
こ
と
が
、
常
に
エ
ノ
シ
ス
へ
と
向
か
う
原
因
で
も
あ
っ
た
（
D
r
e
完
t
N
茎
○
‥
 
 

u
T
巴
。
 
 
 

こ
う
し
て
発
足
し
た
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
政
府
は
、
常
に
対
立
の
緊
張
の
も
と
に
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
、
一
九
六
三
－
六
四
年
と
一
九
七
 
 

四
年
の
二
つ
の
危
機
は
、
キ
プ
ロ
ス
を
分
断
国
家
と
す
る
の
に
決
定
的
で
あ
っ
た
。
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論 説  

一
九
六
三
年
「
一
，
月
に
、
キ
プ
ロ
ス
大
統
領
の
マ
カ
リ
オ
ス
 
（
M
a
k
a
r
i
O
S
）
 
は
イ
ギ
リ
ス
の
好
意
的
反
応
に
意
を
強
く
し
て
、
一
三
条
 
 

の
憲
法
修
正
条
項
を
提
案
し
た
。
だ
が
、
そ
の
案
は
保
証
国
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ト
ル
コ
と
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
議
員
に
よ
っ
て
、
当
然
の
ご
 
 

と
く
拒
否
さ
れ
た
も
の
の
、
マ
カ
リ
オ
ス
自
身
も
ー
歩
も
譲
ら
ず
、
緊
迫
し
た
空
気
は
、
同
年
一
二
月
に
武
力
衝
突
と
な
っ
た
。
こ
の
衝
突
 
 

は
、
死
者
一
三
四
名
と
い
う
多
大
な
犠
牲
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
大
半
（
一
〇
八
名
）
 
は
ト
ル
コ
系
で
あ
っ
た
 
（
D
r
e
完
t
 
N
芸
○
‥
－
∽
巴
。
 
 
 

ル
コ
系
へ
の
迫
害
は
お
さ
ま
ら
ず
、
一
九
六
四
年
六
月
の
時
点
で
、
ト
ル
コ
の
大
統
領
イ
ノ
ニ
ュ
 
（
㌢
箸
邑
は
、
ト
ル
コ
軍
の
派
遣
 
 

ト
 
 
 

を
真
剣
に
考
慮
し
て
い
た
と
さ
れ
る
 
（
H
a
－
e
 
N
含
○
‥
－
怠
）
。
し
か
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
ジ
ョ
ン
ソ
ン
 
（
L
．
J
O
F
ロ
S
O
n
）
 
 

が
、
「
外
交
史
上
か
つ
て
な
い
居
丈
高
な
文
書
」
 
（
K
亡
n
i
h
O
－
m
－
諾
の
‥
∽
巴
を
イ
ノ
ニ
ュ
へ
送
り
、
ト
ル
コ
に
よ
る
軍
事
侵
攻
を
牽
制
し
た
 
 

こ
と
も
あ
り
、
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
ト
ル
コ
軍
の
派
遣
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
出
来
事
に
先
立
つ
同
年
三
月
に
、
国
連
の
平
和
維
 
 

持
軍
の
脈
遷
が
決
議
さ
れ
て
お
り
、
キ
プ
ロ
ス
島
に
は
現
在
も
、
秩
序
の
維
持
と
人
道
支
援
の
役
割
な
ど
も
担
っ
て
い
る
国
連
軍
（
U
N
・
 
 

F
I
C
Y
P
）
 
が
展
開
し
て
い
る
。
 
 

ト
ル
コ
お
よ
び
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
に
と
っ
て
の
最
大
の
懸
念
は
、
ト
ル
コ
系
住
民
の
「
主
権
」
 
の
保
障
で
あ
り
、
「
少
数
民
族
」
 
の
地
 
 

位
に
置
か
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
回
避
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
と
の
併
合
を
目
指
す
エ
ノ
シ
ス
へ
 
 

の
警
戒
は
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
七
四
年
七
月
一
五
日
に
、
ギ
リ
シ
ア
軍
の
支
援
を
受
け
た
キ
プ
ロ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
グ
 
 

ル
ー
プ
の
E
O
K
A
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、
既
に
エ
′
シ
ス
へ
の
関
心
を
失
っ
て
い
た
マ
カ
リ
オ
ス
大
統
領
を
追
放
し
た
こ
と
は
、
ト
 
 
 

（
一
）
 
一
九
六
三
－
六
四
年
危
機
 
 

（
二
）
 
一
九
七
四
年
危
機
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住
民
を
隔
離
す
る
こ
と
と
軍
事
的
優
位
を
確
立
し
た
こ
と
で
、
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
人
の
安
全
が
確
保
さ
れ
た
状
況
と
な
り
、
ト
ル
コ
系
 
 

が
主
張
し
て
い
る
「
平
等
な
条
件
に
よ
る
連
合
国
家
」
．
は
現
実
性
を
高
め
た
よ
う
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
北
キ
プ
ロ
ス
は
一
九
七
五
年
二
月
 
 

に
、
ト
ル
コ
キ
プ
ロ
ス
連
邦
国
家
（
↓
u
r
k
i
s
h
F
e
d
e
r
a
－
S
t
a
t
e
O
f
C
y
p
r
u
s
）
 
と
い
う
呼
称
を
宣
言
し
た
が
、
ト
ル
コ
を
除
い
て
、
国
際
社
 
 

会
の
認
知
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

そ
の
一
方
で
、
∴
キ
プ
ロ
ス
問
題
の
平
和
的
解
決
を
探
る
試
み
は
続
け
ら
れ
た
。
ま
ず
一
九
七
五
年
四
月
に
、
国
連
に
よ
っ
て
キ
プ
ロ
ス
の
 
 

二
う
の
地
域
代
表
に
よ
る
交
渉
の
場
が
設
定
さ
れ
、
七
七
年
に
は
、
交
渉
継
続
の
た
め
の
四
原
則
が
、
両
地
域
の
代
表
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
 
 

ル
コ
に
と
っ
て
は
エ
ノ
シ
ス
が
現
実
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
、
最
大
の
危
機
と
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

当
時
の
ト
ル
コ
首
相
エ
ジ
エ
ヴ
ィ
ツ
ト
（
E
c
e
ま
t
）
 
は
、
一
九
六
〇
年
の
保
証
条
約
第
四
条
に
基
づ
い
て
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
の
独
立
と
 
 

領
土
の
現
状
を
維
持
す
る
目
的
で
の
武
力
介
入
を
決
め
た
。
ト
ル
コ
は
、
保
証
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
参
加
を
求
め
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
 
 

（
5
）
 
 

れ
を
拒
否
、
同
様
に
ア
メ
リ
カ
に
も
事
態
へ
の
強
い
危
機
感
は
見
ら
れ
ず
、
ギ
リ
シ
ア
軍
に
対
す
る
説
得
は
試
み
た
も
の
の
何
ら
解
決
の
糸
 
 

口
は
引
き
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ト
ル
コ
は
単
独
で
七
月
二
〇
日
に
軍
を
侵
攻
さ
せ
、
次
い
で
八
月
一
四
日
に
第
二
次
侵
攻
を
決
行
 
 

し
、
島
全
体
の
三
七
％
に
あ
た
る
北
部
を
占
領
し
た
。
こ
の
間
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
呼
び
か
け
で
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ギ
 
 

リ
シ
ア
、
ト
ル
コ
お
よ
び
両
キ
プ
ロ
ス
住
民
の
代
表
が
一
同
に
会
し
た
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
が
、
二
つ
の
国
家
に
よ
る
連
合
を
主
張
す
る
 
 

ト
ル
コ
側
と
、
国
家
体
制
に
関
す
る
議
論
の
出
発
点
を
一
九
六
〇
年
保
証
条
約
に
求
め
て
ト
ル
コ
案
を
拒
否
す
る
ギ
リ
シ
ア
側
と
の
溝
は
、
 
 

埋
ま
る
ど
こ
ろ
か
決
定
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

八
月
一
四
日
の
第
二
次
侵
攻
の
結
果
、
北
に
在
住
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
系
の
約
一
五
万
人
が
、
国
内
難
民
と
し
て
南
へ
逃
れ
、
島
全
体
に
 
 

少
人
数
の
集
団
と
し
て
散
在
し
て
い
た
ト
ル
コ
系
約
二
一
万
人
が
北
へ
集
め
ら
れ
て
、
キ
プ
ロ
ス
島
は
ト
ル
コ
系
と
ギ
リ
シ
ア
系
に
完
全
に
 
 

分
断
さ
れ
た
状
況
が
出
来
上
が
っ
た
 
（
H
a
－
e
 
N
0
0
0
こ
∽
∞
）
。
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た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
交
渉
を
開
始
す
る
以
前
の
段
階
で
、
現
状
の
認
識
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
に
双
方
が
固
執
す
る
態
度
 
 

は
変
わ
ら
ず
、
度
重
な
る
国
連
の
仲
介
作
業
も
全
く
成
果
を
生
み
だ
せ
な
か
っ
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
⊥
九
八
三
年
一
一
月
一
五
日
に
、
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
は
、
北
キ
プ
ロ
ス
ト
ル
コ
共
和
国
（
T
u
r
k
i
s
h
R
2
p
u
b
－
i
c
O
f
N
O
r
苧
 
 

e
r
n
c
y
p
r
亡
S
｝
T
R
N
C
）
と
し
て
独
立
宣
言
を
行
な
っ
た
。
こ
の
宣
言
の
時
期
は
、
ト
ル
コ
が
」
九
八
〇
年
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
一
に
続
く
三
 
 

年
間
の
軍
政
を
終
え
て
、
文
民
内
閣
を
樹
立
す
る
総
選
挙
を
終
え
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
ト
ル
コ
の
総
選
挙
で
勝
利
し
た
の
 
 

は
、
オ
ザ
ル
（
T
．
O
z
a
－
）
が
率
い
る
母
国
党
で
あ
り
、
オ
ザ
ル
自
身
は
キ
プ
ロ
ス
の
問
題
に
は
さ
し
た
る
熱
意
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
 
 

さ
れ
る
が
（
B
r
e
w
i
n
N
O
革
－
蔓
、
ト
ル
コ
人
同
胞
の
苦
境
を
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
軍
の
強
い
意
思
を
受
け
て
、
ト
ル
コ
政
 
 

府
は
、
T
R
N
C
を
国
家
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
（
P
O
p
e
－
浩
薫
【
N
∽
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
も
T
R
N
C
は
国
際
社
会
の
承
認
は
得
 
 

ら
れ
ず
、
現
在
ま
で
ト
ル
コ
以
外
に
T
R
N
C
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
る
国
は
な
い
。
 
 

E
U
の
キ
プ
ロ
ス
に
対
す
る
認
知
は
、
一
九
八
三
年
の
国
連
安
保
理
決
議
（
U
N
S
C
芝
－
＼
∞
〕
）
 
に
沿
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
北
キ
プ
 
 

ロ
ス
の
独
立
宣
言
は
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
か
ら
の
分
離
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
法
的
に
無
効
で
あ
る
か
ら
、
国
連
加
盟
国
は
こ
れ
を
承
 
 

認
し
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
E
U
加
盟
交
渉
に
お
い
て
キ
プ
ロ
ス
を
代
表
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
 
 

系
政
府
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
北
キ
プ
ロ
ス
代
表
も
キ
プ
ロ
ス
は
存
在
す
る
二
つ
の
区
域
の
片
方
の
代
表
と
し
て
交
渉
参
加
の
招
請
を
受
 
 

け
た
が
、
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
申
請
そ
の
も
の
が
一
九
六
〇
年
保
証
条
約
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
北
キ
プ
ロ
ス
は
列
席
を
拒
否
し
て
 
 

き
た
。
 
 
 

キ
プ
ロ
ス
共
和
国
は
、
一
九
九
〇
年
に
加
盟
申
請
を
提
出
し
て
、
申
請
に
対
す
る
委
員
会
意
見
が
一
九
九
三
年
に
公
表
さ
れ
、
一
九
九
八
 
 
 

三
、
E
U
の
キ
プ
ロ
ス
政
策
と
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
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年
に
加
盟
へ
向
け
た
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
キ
プ
ロ
ス
の
加
盟
に
対
し
て
は
、
E
U
は
当
初
か
ら
肯
定
的
、
積
極
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
キ
プ
ロ
ス
と
E
C
 
 

（
当
時
）
 
の
間
に
は
、
一
九
七
二
年
に
、
将
来
の
関
税
同
盟
を
目
指
し
た
連
合
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
七
四
年
危
機
に
際
し
て
 
 

は
、
E
C
は
い
か
な
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
取
る
能
力
も
意
思
も
持
た
な
か
っ
た
し
、
実
際
に
、
何
ら
の
外
交
的
手
段
も
行
使
し
な
か
っ
た
。
キ
 
 

プ
ロ
ス
の
問
題
は
、
旧
宗
主
国
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
と
国
連
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
 
 
 

こ
の
状
況
は
、
一
九
八
一
年
に
ギ
リ
シ
ア
が
加
盟
国
と
な
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
。
 
 
 

ギ
リ
シ
ア
は
、
ト
ル
コ
に
関
す
る
E
C
／
E
U
の
あ
ら
ゆ
る
決
定
を
キ
プ
ロ
ス
問
題
と
か
ら
め
て
い
っ
た
。
一
九
八
八
年
に
提
出
さ
れ
た
 
 

E
U
か
ら
ト
ル
コ
へ
の
財
政
援
助
案
は
、
三
億
七
五
〇
〇
万
E
c
u
と
い
う
少
額
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
プ
ロ
ス
問
題
を
楯
に
し
た
ギ
リ
シ
 
 

ア
の
拒
否
権
行
使
（
B
r
2
W
i
n
N
O
芦
笠
 
に
よ
っ
て
成
立
し
な
い
状
況
が
続
き
、
二
国
間
の
関
係
改
善
が
顕
著
に
な
っ
た
一
九
九
九
年
に
 
 

な
っ
て
よ
ケ
や
く
成
立
し
た
。
 
 
 

分
断
状
況
下
で
の
キ
プ
ロ
ス
の
加
盟
申
請
に
対
し
て
は
、
国
内
問
題
が
E
U
全
体
の
問
題
と
化
す
事
を
憂
慮
し
た
意
見
が
確
か
に
存
在
し
 
 

た
（
B
r
2
W
i
ロ
N
O
宰
N
革
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
加
盟
申
請
へ
の
意
見
書
の
な
か
で
、
E
U
は
《
デ
・
フ
ァ
ク
ト
》
の
状
況
を
認
め
る
も
 
 

の
の
、
国
連
決
議
が
示
し
て
い
る
通
り
に
、
（
ギ
リ
シ
ア
系
）
キ
プ
ロ
ス
政
府
を
唯
「
の
正
統
な
政
府
と
み
な
し
て
お
り
、
こ
れ
と
交
渉
を
 
 

行
な
う
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
ま
た
、
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
社
会
に
と
っ
て
も
欧
州
共
同
体
の
一
部
を
な
す
こ
と
は
利
益
に
な
る
で
あ
ろ
う
 
 

（
C
O
m
m
i
s
s
i
O
n
－
芸
〕
‥
e
 
七
記
し
て
い
る
。
 
 
 

分
断
状
況
に
あ
っ
た
キ
プ
ロ
ス
の
加
盟
申
請
が
受
理
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

ま
ず
、
当
該
意
見
書
が
準
備
さ
れ
た
時
期
は
、
冷
戦
体
制
が
崩
壊
し
て
、
旧
東
欧
諸
国
の
将
来
的
な
E
U
加
盟
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
 
 

こ
れ
ら
の
国
の
民
主
化
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
、
拒
否
権
が
行
使
さ
れ
る
状
況
は
極
力
回
避
し
て
、
旧
東
欧
 
 

諸
国
へ
の
支
援
に
関
す
る
政
策
を
ス
ム
ー
ズ
に
決
定
、
実
施
す
る
こ
と
が
最
優
先
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
旧
東
欧
諸
国
の
民
主
化
支
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援
が
、
キ
プ
ロ
ス
支
持
を
め
ぐ
っ
て
停
滞
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
意
見
書
の
直
前
に
、
加
盟
の
た
め
の
基
準
で
 
 

あ
る
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
が
、
キ
プ
ロ
ス
は
そ
れ
ら
の
基
準
に
照
ら
し
て
問
題
が
な
か
っ
た
の
み
 
 

な
ら
ず
、
経
済
通
貸
同
盟
の
基
準
ま
で
も
明
確
に
ク
リ
ア
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
国
知
ら
の
申
請
を
拒
否
す
る
こ
と
は
実
際
的
に
困
難
で
 
 

あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
も
し
、
キ
プ
ロ
ス
の
分
断
状
況
を
理
由
に
拒
否
す
る
と
な
れ
ば
、
分
断
の
責
任
を
ト
ル
コ
軍
の
侵
攻
 
 

と
と
ら
え
る
見
解
に
た
っ
て
い
る
以
上
は
、
E
U
の
非
加
盟
国
（
ト
ル
コ
）
に
よ
っ
て
E
U
加
盟
の
問
題
が
支
配
さ
れ
る
状
況
を
作
り
出
す
 
 

と
も
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
（
N
u
g
e
n
t
 
N
0
0
？
－
〕
e
。
 
 
 

意
見
書
は
そ
の
結
論
部
分
に
お
い
て
、
《
キ
プ
ロ
ス
の
地
理
は
同
国
を
二
〇
〇
〇
年
に
渡
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
文
明
の
源
泉
と
な
 
 

し
、
市
民
に
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
と
、
文
化
的
、
政
治
的
、
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
生
活
の
営
み
に
お
い
て
、
欧
州
共
同
体
と
の
接
触
の
 
 

豊
か
さ
に
お
い
て
、
キ
プ
ロ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
特
質
を
疑
い
な
く
有
し
て
お
り
、
共
同
体
に
属
す
る
も
の
で
あ
 
 

（
6
）
 
る
》
と
記
し
て
（
C
O
m
m
i
s
s
i
O
n
－
諾
〕
‥
N
N
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
あ
る
キ
プ
ロ
ス
か
ら
の
加
盟
申
請
の
受
理
を
正
当
付
け
た
。
 
 
 

次
な
る
過
程
は
、
加
盟
実
現
ま
で
の
日
程
で
あ
る
。
キ
プ
ロ
ス
の
申
請
受
理
か
ら
二
年
後
の
一
九
九
五
年
は
、
ト
ル
コ
と
E
U
と
の
関
税
 
 

同
盟
締
結
の
た
め
の
準
備
段
階
が
期
限
を
迎
え
、
い
よ
い
よ
関
税
同
盟
の
締
結
が
予
見
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
は
拒
否
 
 

権
を
行
使
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
っ
た
（
D
O
d
d
－
芸
∞
∵
岸
H
a
－
e
N
茎
○
‥
N
〕
巴
。
結
局
、
E
U
と
ト
ル
コ
の
関
税
同
盟
は
一
九
九
 
 

（
7
）
 
五
年
に
署
名
さ
れ
、
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
交
渉
の
開
始
時
期
も
決
定
さ
れ
た
。
 
 
 

継
続
す
る
キ
プ
ロ
ス
の
分
断
状
況
に
対
し
て
、
E
U
は
、
北
キ
プ
ロ
ス
は
総
体
的
に
小
規
模
で
あ
る
た
め
キ
プ
ロ
ス
が
E
U
構
成
国
と
 
 

な
っ
て
も
経
済
的
に
は
障
害
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（
C
O
m
m
i
s
s
i
O
n
－
遥
∞
‥
豊
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
一
 
 

九
九
九
年
一
二
月
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
欧
州
理
事
会
の
結
論
に
お
い
て
、
《
政
治
的
解
決
が
キ
プ
ロ
ス
加
盟
を
容
易
に
す
る
も
の
の
、
問
題
の
解
 
 

決
を
キ
プ
ロ
ス
加
盟
の
前
提
条
件
と
は
し
な
い
》
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
E
u
r
O
p
e
a
n
C
O
u
n
C
i
＝
淫
這
‥
父
b
）
）
。
 
 
 

同
じ
く
ヘ
ル
シ
ン
キ
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
加
盟
候
補
国
と
さ
れ
た
ト
ル
コ
に
対
し
て
は
、
キ
プ
ロ
ス
の
加
盟
ま
で
に
問
題
解
決
が
な
さ
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キ
プ
ロ
ス
問
題
の
解
決
と
は
、
二
〇
〇
二
年
に
国
連
事
務
総
長
の
ア
ナ
ン
が
提
案
し
た
連
邦
制
の
構
想
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ナ
ン
プ
 
 

ラ
ン
」
を
交
渉
の
た
た
き
台
と
し
て
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
ト
ル
コ
系
北
キ
プ
ロ
ス
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
二
つ
の
平
等
な
政
府
に
よ
る
連
合
国
家
の
樹
立
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
 
 

一
九
六
四
年
の
軍
事
衝
突
以
降
に
ト
ル
コ
系
住
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
迫
害
の
記
憶
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
堅
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
 
 

北
キ
プ
ロ
ス
の
存
続
は
、
安
全
保
障
の
み
な
ら
ず
、
一
九
八
三
年
以
来
課
せ
ら
れ
た
経
済
制
裁
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
整
 
 

備
か
ら
大
学
教
育
ま
で
、
ト
ル
コ
の
支
援
無
く
し
て
は
全
く
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
D
r
e
詔
t
N
含
○
‥
N
〕
∽
 
 

ふ
）
。
す
な
わ
ち
、
北
キ
プ
ロ
ス
に
対
す
る
最
大
の
影
響
力
を
発
揮
で
き
る
の
は
ト
ル
コ
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

ト
ル
コ
に
と
っ
て
の
キ
プ
ロ
ス
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
一
部
と
し
て
の
歴
史
的
連
帯
を
有
す
る
地
帯
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
下
に
置
 
 

か
れ
る
こ
と
は
受
容
し
が
た
い
こ
と
な
の
で
あ
る
（
S
u
く
a
r
i
e
邑
N
茎
〕
‥
革
。
ト
ル
コ
の
北
キ
プ
ロ
ス
へ
の
全
面
的
支
援
は
、
ア
タ
チ
ュ
 
 

ル
ク
が
主
張
し
た
「
ト
ル
コ
共
和
国
の
外
の
こ
と
に
は
関
わ
ら
な
い
」
と
す
る
原
則
に
反
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
の
、
国
民
的
プ
ラ
イ
ド
の
 
 

問
題
と
し
て
、
軍
を
中
心
に
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
。
一
九
六
〇
年
の
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
独
立
時
に
副
大
統
領
と
な
り
、
以
来
ト
ル
コ
系
住
 
 

民
の
代
表
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
て
い
る
デ
ン
ク
ク
ッ
シ
ュ
 
（
D
e
ロ
k
t
a
嘲
）
は
、
一
連
の
交
渉
に
お
い
て
頑
強
な
態
度
を
崩
し
て
い
な
い
 
 

が
、
そ
れ
は
ト
ル
コ
の
支
持
を
後
ろ
盾
と
し
て
い
る
こ
と
で
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
 
 

れ
る
よ
う
に
、
ト
ル
コ
が
北
キ
プ
ロ
ス
に
対
し
て
働
き
か
け
て
く
れ
る
こ
と
を
求
め
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
候
補
国
別
の
年
報
に
記
し
 
 

て
い
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
E
U
は
、
キ
プ
ロ
ス
問
題
の
解
決
へ
向
け
て
ト
ル
コ
の
協
力
を
求
め
て
は
い
る
が
、
問
題
の
解
 
 

決
が
ト
ル
コ
の
加
盟
の
条
件
で
あ
る
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 

四
、
ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
と
キ
プ
ロ
ス
問
題
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論 説   

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
総
選
挙
で
、
公
正
発
展
党
（
A
K
P
）
が
単
独
政
権
を
樹
立
し
、
ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
を
現
実
的
目
 
 

標
と
し
て
射
程
に
お
い
て
、
E
U
の
要
求
す
る
加
盟
基
準
を
達
成
す
べ
く
国
内
改
革
に
取
り
組
み
出
し
た
こ
と
で
、
硬
直
状
態
に
あ
っ
た
キ
 
 

プ
ロ
ス
問
題
に
も
解
決
の
兆
し
が
出
始
め
て
い
る
。
ま
ず
、
ト
ル
コ
国
内
の
政
治
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
軍
の
役
割
を
低
減
さ
せ
る
 
 

（
8
）
 
機
構
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
改
革
が
効
を
奏
す
れ
ば
、
ト
ル
コ
の
北
キ
プ
ロ
ス
へ
の
政
策
は
よ
り
柔
軟
な
も
の
へ
と
変
容
す
る
こ
と
も
 
 

可
能
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
二
〇
〇
三
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
ト
ル
コ
系
居
住
区
と
ギ
リ
シ
ア
系
居
住
区
の
境
界
に
あ
る
検
問
所
、
い
 
 

わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
が
開
放
さ
れ
て
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
住
民
が
北
キ
プ
ロ
ス
へ
自
由
に
往
来
で
き
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
A
K
P
が
 
 

政
権
に
つ
い
て
以
来
の
、
こ
う
し
た
政
策
の
柔
軟
化
と
確
実
に
な
っ
た
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
を
目
前
に
し
て
、
高
齢
に
な
り
健
康
状
態
に
 
 

不
安
を
抱
え
る
デ
ン
ク
タ
ッ
シ
ュ
の
指
導
力
の
低
下
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
の
野
党
は
、
E
U
加
盟
へ
の
 
 

支
持
を
明
確
に
打
を
出
し
、
デ
ン
ク
タ
ッ
シ
ュ
が
キ
プ
ロ
ス
問
題
の
解
決
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
欧
州
議
会
（
E
P
）
に
訴
え
る
こ
と
さ
 
 

（
9
）
 
 

え
行
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
四
日
に
行
な
わ
れ
た
北
キ
プ
ロ
ス
議
会
の
選
挙
結
果
は
、
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
五
〇
議
席
を
有
す
る
 
 

一
院
制
の
議
会
は
、
E
U
加
盟
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
の
様
相
を
示
し
た
が
、
結
果
は
、
現
与
党
が
二
五
議
席
、
分
断
の
解
消
と
E
U
加
盟
賛
 
 

成
を
表
明
し
て
い
る
野
党
連
合
が
同
じ
く
二
五
議
席
と
い
う
紆
果
と
な
っ
た
。
野
党
適
合
の
躍
進
は
、
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
を
支
持
す
る
 
 

民
意
の
表
明
と
理
賂
さ
れ
て
お
り
、
分
断
キ
プ
ロ
ス
の
解
消
を
E
U
加
盟
の
重
大
な
条
件
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ト
ル
コ
政
府
は
、
選
挙
の
結
 
 

（
1
0
）
 
果
を
朗
報
と
し
て
、
問
題
解
決
の
進
展
を
図
る
べ
く
、
北
キ
プ
ロ
ス
政
府
は
大
連
合
を
組
む
べ
き
と
の
希
望
を
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

分
断
キ
プ
ロ
ス
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
た
問
題
の
あ
ら
た
な
進
展
の
ひ
と
つ
に
、
賠
償
金
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
テ
ィ
テ
ィ
ナ
・
ロ
イ
 
 

ジ
ド
ゥ
（
T
i
t
i
n
a
L
O
i
z
i
d
O
u
）
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
系
キ
プ
ロ
ス
人
の
女
性
が
、
一
九
七
四
年
の
ト
ル
コ
軍
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
北
キ
プ
ロ
 
 

ス
に
あ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
居
住
地
か
ら
の
退
去
を
や
む
な
く
さ
れ
、
以
後
自
宅
へ
戻
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
の
は
、
ト
ル
コ
政
府
に
よ
る
人
権
 
 

侵
害
に
あ
た
る
と
し
て
、
一
九
九
六
年
に
欧
州
人
権
裁
判
所
へ
提
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
に
出
さ
れ
た
判
決
は
、
人
権
裁
判
所
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は
原
告
の
言
い
分
を
認
め
て
、
ト
ル
コ
政
府
に
対
し
賠
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
た
。
そ
の
支
払
期
限
の
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
五
日
を
 
 

目
前
に
し
て
最
後
通
牒
を
受
け
取
っ
た
ト
ル
コ
政
府
埠
そ
れ
ま
で
の
支
払
い
拒
否
の
態
度
を
変
え
て
、
双
方
の
合
意
が
成
立
す
れ
ば
一
一
 
 

〇
万
ユ
ー
ロ
の
賠
償
金
を
支
払
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
と
が
人
権
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
ト
ル
コ
に
と
っ
て
は
 
 

重
大
な
意
味
を
持
つ
問
題
で
あ
る
。
E
U
加
盟
に
お
け
る
ト
ル
コ
の
最
大
の
課
題
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
人
権
問
題
の
改
善
で
あ
り
、
こ
 
 

の
事
件
に
対
す
る
ト
ル
コ
政
府
の
欣
化
は
、
E
U
加
盟
と
い
う
目
標
の
た
め
の
譲
歩
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
し
た
ト
ル
コ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
に
対
し
て
、
E
U
は
賞
賛
の
意
を
表
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
は
加
盟
の
条
 
 

件
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
キ
プ
ロ
ス
問
題
を
、
ト
ル
コ
加
盟
に
と
っ
て
「
深
刻
な
障
害
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
加
盟
実
現
の
 
 

た
め
の
基
準
を
満
た
す
意
思
と
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
ト
ル
コ
に
、
こ
れ
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
基
準
を
課
し
て
い
る
 
 

と
の
印
象
を
否
定
で
き
な
い
。
 
 
 

こ
う
し
た
E
U
の
対
応
は
、
二
重
基
準
と
の
批
判
を
呼
び
、
ト
ル
コ
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
、
E
U
・
ト
ル
コ
 
 

（
〓
し
 
関
係
の
後
退
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ト
ル
コ
国
内
に
反
動
的
な
動
き
を
も
た
ら
す
危
険
性
も
否
定
で
き
な
い
。
キ
プ
ロ
ス
問
題
の
解
決
を
ト
ル
コ
 
 

の
E
U
加
盟
と
連
結
さ
せ
る
こ
と
で
、
ト
ル
コ
の
責
任
を
一
方
的
に
問
う
こ
と
が
も
た
ら
す
結
果
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
 
 

で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
と
ト
ル
コ
は
、
ト
ル
コ
共
和
国
の
建
国
以
来
、
直
接
戦
火
を
交
え
た
こ
と
は
な
い
代
わ
り
に
、
キ
プ
ロ
ス
島
と
い
う
 
 

狭
い
領
域
に
お
い
て
、
キ
プ
ロ
ス
人
を
犠
牲
に
し
た
対
立
を
続
け
て
い
る
。
 
 
 

キ
プ
ロ
ス
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
は
、
や
は
り
、
キ
プ
ロ
ス
と
共
に
ト
ル
コ
の
E
U
加
盟
を
実
現
す
る
こ
と
が
何
よ
り
肝
要
で
あ
る
と
 
 

思
わ
れ
る
。
分
断
さ
れ
た
キ
プ
ロ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
を
、
再
び
外
部
の
力
で
新
た
な
形
態
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
共
通
の
枠
内
で
、
 
 

共
通
の
規
則
の
も
と
に
歴
史
的
な
対
立
の
超
克
を
は
か
る
こ
と
が
、
何
よ
り
確
実
な
解
決
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〔
注
〕
 
 

（
l
）
一
九
九
三
年
六
月
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
欧
州
理
事
会
で
、
E
U
加
盟
の
た
め
に
達
成
さ
れ
て
い
る
べ
き
条
件
と
し
て
明
示
さ
れ
た
、
民
主
制
の
確
立
、
 
 
 

法
治
、
人
権
の
尊
重
と
少
数
集
団
の
保
護
、
お
よ
び
市
場
経
済
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
 
 

（
2
）
 
E
U
R
O
P
A
由
n
－
a
r
町
e
m
e
n
t
‥
W
e
e
k
】
y
 
N
e
w
s
－
e
t
t
e
r
‥
－
－
N
O
完
m
b
e
r
 
N
含
∽
．
h
t
t
p
‥
＼
＼
e
u
r
O
p
a
．
e
u
．
i
ロ
t
＼
c
O
m
m
＼
2
n
－
a
r
g
e
m
e
n
t
＼
d
O
C
S
＼
 
 
 

n
e
w
s
－
e
t
t
e
r
＼
－
a
t
e
s
｛
．
．
嶺
e
e
k
－
y
．
h
t
m
 
 

（
3
）
 
ギ
リ
シ
ア
系
キ
プ
ロ
ス
の
一
人
あ
た
り
の
G
D
P
は
二
〇
〇
二
年
の
統
計
で
、
一
七
、
四
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
年
の
E
U
一
五
カ
 
 
 

国
平
均
は
二
四
、
〇
一
〇
ユ
ー
ロ
、
新
規
加
盟
一
〇
ヶ
国
平
均
は
、
お
よ
そ
二
、
一
五
〇
ユ
ー
ロ
と
な
っ
て
い
る
。
c
O
m
m
i
s
s
i
O
n
（
N
0
0
ご
b
）
）
・
 
 

（
4
）
 
キ
プ
ロ
ス
の
独
立
に
先
立
つ
歴
史
は
豊
か
で
あ
り
複
雑
で
あ
る
。
キ
プ
ロ
ス
島
は
、
そ
の
地
理
に
よ
っ
て
ビ
ザ
ン
チ
ン
と
オ
ス
マ
ン
の
両
帝
国
の
遺
 
 

産
を
受
け
継
い
で
い
る
。
一
九
世
紀
に
新
た
に
登
場
す
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
七
八
年
に
、
当
時
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
領
土
で
あ
っ
た
キ
プ
ロ
ス
を
、
帝
 
 
 

国
を
ロ
シ
ア
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
基
地
を
設
置
す
る
と
い
う
名
目
で
借
り
受
け
た
。
一
九
一
五
年
一
〇
月
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
を
う
け
て
、
 
 
 

ギ
リ
シ
ア
の
味
方
側
へ
の
参
戦
と
引
き
換
え
に
キ
プ
ロ
ス
を
ギ
リ
シ
ア
へ
差
し
出
し
た
。
そ
の
後
、
セ
ー
ヴ
ル
条
約
と
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
の
交
渉
過
程
に
 
 
 

お
い
て
も
同
様
に
、
他
の
地
域
と
の
交
換
を
条
件
に
キ
プ
ロ
ス
を
ギ
リ
シ
ア
へ
差
し
虻
す
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
が
、
結
局
一
九
二
五
年
に
、
正
式
に
大
 
 
 

英
帝
国
の
植
民
地
と
し
た
。
（
D
r
e
完
t
－
N
茎
○
）
 
 

（
5
）
 
キ
プ
ロ
ス
に
は
多
く
の
イ
ギ
け
ス
人
居
住
者
が
お
り
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
観
光
客
も
多
か
っ
た
。
な
に
よ
り
、
キ
プ
ロ
ス
駐
屯
の
イ
ギ
リ
ス
 
 
 

軍
に
と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
（
H
a
－
e
N
≡
○
‥
－
∽
豊
 
 

（
6
）
 
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
共
通
規
定
四
九
条
は
、
E
U
の
構
成
国
と
な
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
国
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
 
 
 

が
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
定
義
は
な
ぎ
れ
て
い
な
㌧
 
 

（
7
）
 
当
確
の
ト
ル
コ
首
相
で
あ
っ
た
チ
ラ
ー
（
C
i
－
－
e
r
）
は
、
関
税
同
盟
の
設
立
と
引
き
換
え
に
キ
プ
ロ
ス
の
E
U
加
盟
の
交
渉
開
始
に
同
意
し
た
と
さ
 
 

れ
る
。
こ
の
こ
と
．
は
、
ト
ル
コ
に
潔
い
て
は
、
関
税
同
盟
の
実
現
の
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ア
に
譲
歩
し
た
と
の
非
難
を
呼
ん
だ
。
 
 

（
8
）
 
二
〇
〇
三
年
八
月
に
成
立
し
た
「
第
七
次
E
U
適
応
法
」
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、
軍
の
政
治
介
入
の
装
置
で
あ
る
国
家
安
全
保
障
評
議
会
（
M
G
K
）
 
の
 
 
 

大
幅
な
改
革
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
M
G
K
の
役
割
を
諮
問
機
関
で
あ
る
と
明
記
し
、
毎
月
開
催
さ
れ
た
会
議
は
ニ
ケ
月
に
一
度
と
さ
れ
、
 
 
 

M
G
K
事
務
局
長
の
ポ
ス
ト
を
文
民
に
も
開
放
し
た
。
ま
た
、
退
役
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
兵
隊
の
数
も
減
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

（
9
）
 
T
u
r
k
i
s
h
D
a
i
－
y
N
e
w
s
－
N
O
完
m
b
e
r
N
O
〉
N
含
〕
．
 
 

（
1
0
）
－
b
i
d
．
－
D
e
c
e
m
b
e
r
N
N
｝
N
含
〕
．
 
 

（
 A

K
P
の
イ
ス
ラ
ム
主
義
化
、
ク
ル
ド
問
題
の
再
燃
、
直
接
投
資
の
低
下
と
経
済
の
悪
化
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
、
識
者
の
意
見
を
掲
載
し
て
い
る
。
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論 説   

二
〇
〇
四
年
二
月
一
三
日
、
ギ
リ
シ
ア
系
と
ト
ル
コ
系
の
両
住
民
は
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
に
よ
る
解
決
案
に
基
本
的
に
合
意
し
た
。
最
 
 

終
案
へ
向
け
て
の
話
し
合
い
は
、
二
月
一
九
日
に
ニ
コ
シ
ア
で
開
始
さ
れ
、
再
統
合
を
問
う
国
民
投
票
が
四
月
二
一
日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
 
 

あ
る
。
 
 

（
二
〇
〇
四
年
二
月
一
六
日
記
）
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